
　容器包装リサイクル協会の引き取り品質ガイドラインの改正に伴い、平成 29年 4月から「ペットボトル」
と「びん」の出し方が変わります。
　現在、「ペットボトル」を出す際には、キャップを外して透明か半透明のごみ袋に入れて出すことになって
いますが、キャップに加えて 4月からは「ラベル」も取り外していただくことになります。
　また、「びん」については「乳白色のびん（化粧品のびんなど）」を燃やさないごみとして出すことになります。

平成29年 4月からペットボトル・びんの出し方が変わります !!

㊟ペットボトルとびんのキャップや王冠は、金属製のものは「燃やさないごみ」、プラスチック製のものは「そ
　の他プラスチック」で出してください。

　　　【変更点】
ラベルを取り外し、「そ
の他プラスチック」へ

　　　【変更点】
乳白色のびんは「燃や
さないごみ」へ


